
市のごみ排出量・資源物回収量　11月
※（　）は前月比　　※11月25日現在人口　64,318人
※排出量は常総環境センターへ搬入されたごみ量を示す

種類 排出量・回収量 昨年同月 １人１日
当たり

ご
み

可燃 1073.83 ｔ
（▲�53.17 ｔ）1055.02 ｔ

557 ｇ
（▲ 27 ｇ）

不燃 160.10 ｔ
（▲�5.17 ｔ） 169.68 ｔ 83 ｇ

（▲�3 ｇ）

粗大 31.17 ｔ
（▲�1.53 ｔ） 26.09 ｔ 16 ｇ

（▲�1 ｇ）

資
源
物

新聞 8.68 ｔ
（＋�1.05 ｔ） 5.84 ｔ 4 ｇ

（±�0 ｇ）

雑誌 65.25 ｔ
（＋�13.18 ｔ） 45.55 ｔ 34 ｇ

（＋�7 ｇ）
ダン
ボール

37.35 ｔ
（＋�3.55 ｔ） 28.43 ｔ 19 ｇ

（＋�1 ｇ）
古着・
布類

21.13 ｔ
（＋�2.53 ｔ） 14.23 ｔ 11 ｇ

（＋�1 ｇ）

缶 11.68 ｔ
（＋�0.73 ｔ） 18.10 ｔ 6 ｇ

（±�0 ｇ）

ビン 38.01 ｔ
（＋�6.25 ｔ） 32.52 ｔ 20 ｇ

（＋�4 ｇ）

ペット 6.70 ｔ
（▲�8.51 ｔ） 10.02 ｔ 3 ｇ

（▲�5 ｇ）

プラ 27.65 ｔ
（▲�8.52 ｔ） 36.08 ｔ 14 ｇ

（▲�5 ｇ）
可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみが先月よりも減少し
ています。これからも、分別収集にご協力ください。

下水に布類、油、ゴミなどを流さないで！
●問合先　上下水道事務所　事業Ｇ　☎48-1842

　最近、下水に流された布等がポンプに絡まり、
機械の故障が頻繁に起きています。このようなこ
とが続くと、家庭の台所、風呂、トイレなどから
出る汚水を浄化センターまで流すことができなく
なり、多くの家庭に迷惑を掛けることになります。
　布類、食用油、揮発油やごみなどは、下水管を
詰まらせたり、処理施設を故障させる原因となり
ますので、下水に流さないでください。

▲�油で汚れたマンホールポ
ンプ場内部

▲タオルの絡まったポンプ ▲布等の絡まったポンプ

◎	水洗トイレにはト
イレットペーパー
以外流さない
◎	マンホールやま
すにごみや土砂を
捨てない
◎	排水設備に野菜
くずや油などを流
さない

広報もりや2014. １.109

＊�確定申告はｅ－Ｔａｘをご利用ください。国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定申告書作
成コーナー」では、24時間申告書を作成することができます。作成終了後、ｅ－Ｔａｘによりインター
ネット送信するか、印刷して書面提出（郵送可）できます。

＊�竜ケ崎税務署は水戸地方法務局取手出張所に近いため、住宅借入金等特別控除の初年度の申告をす
る場合は登記事項証明書を取得した後に、この会場で申告すると便利です。
　平成 25年分から平成 49年までの各年分については、所得税とあわせて復興特別所得税の申告および
納付が必要です。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額（原則として、その年分の所得税額）
に 2.1％の税率を掛けて計算した金額です。また、平成 25 年 1月 1日から平成 49 年 12 月 31日までの
所得について、源泉所得税が徴収される場合には、復興特別所得税があわせて徴収されます。

還付申告相談会場のご案内

日時
2月 6日㈭～ 7日㈮　9:00 ～ 11:30 ／ 13:00 ～ 15:00
＊混雑状況により早めに終了することがあります

場所 取手市役所藤代庁舎（取手市藤代 700）

対象
医療費控除・住宅借入金等特別控除等の所得税の還付申告を受ける給与所得者または年金所
得者の方や中途退職した方等で給与所得の年末調整が済んでいない方等
＊給与・年金以外の所得がある方や贈与税、消費税の相談は、竜ケ崎税務署をご利用ください




